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（２
）

群
書
類
従
等
の
刊
行
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わ
が
国
の
有
史
以
来
の
古
典
や
古
文
書
を

記
録
、
分
類
し
、
こ
れ
に
校
正
、
解
説
を
施

し
て
出
版
。
一
種
の
百
科
叢
書

国
史
、
国
文
の
最
大
の
史
料
集

神
祇
部
か
ら
始
ま
る

二
五
部
門

四
〇
年
か
け
て

六
六
六
冊

版
木

一
七
二
四
四
枚

版
木
の
彫
刻
料
、
総
額

版
木
の
彫
刻
料
、
総
額
五
千
六
百
十
九
両
三
歩

五
千
六
百
十
九
両
三
歩

保
己

一
自
身
の
文
章
は

一
片
も
載
せ
ら
れ
て
い
な
い

群
書
類
従
と
は
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神
祇
神
祇

帝
王
・

帝
王
・

補
任
補
任

系
譜
系
譜

伝伝

官
職
官
職

律
令
律
令

公
事
公
事

装
束
装
束

文
筆
文
筆

消
息
消
息

和
歌
和
歌

連
歌
連
歌

物
語
物
語

日
記
日
記

紀
行
紀
行

管
絃
管
絃

蹴
鞠
蹴
鞠

鷹鷹

遊
戯
遊
戯

飲
食
飲
食

合
戦
合
戦

武
家
武
家

釈
家
釈
家

雑雑

以
上
以
上

二
十
五
部
に
分
類

二
十
五
部
に
分
類
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群
書
類
従

群
書
類
従

巻
第
三
百
九

巻
第
三
百
九

『『竹
と
り
の
翁
物
語

竹
と
り
の
翁
物
語
』』奥
書
奥
書

「右「右

竹
取
翁
物
語
以
織
部

竹
取
翁
物
語
以
織
部
乗
尹
乗
尹
主
蔵
主
蔵

本
書
写
、
以
古
写
本
三
本
及
活
板
本
、

本
書
写
、
以
古
写
本
三
本
及
活
板
本
、

并
流
布
印
本
校
合
畢
」

并
流
布
印
本
校
合
畢
」

一
冊
の
書
物
に
対
し
て
、
何
冊
も
の
書

一
冊
の
書
物
に
対
し
て
、
何
冊
も
の
書

物
で
校
正
を
し
て
い
る
。

物
で
校
正
を
し
て
い
る
。

校
正
、
復
刻
と
は

校
正
、
復
刻
と
は
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雨
富
が
家
の
隣
は
、

雨
富
が
家
の
隣
は
、
松
平
乗
尹

松
平
乗
尹
（織
部
正
）
の
家
な

（織
部
正
）
の
家
な

り
け
る
が
、
こ
の
人
も
文
よ
む
こ
と
を
好
み
、
大

り
け
る
が
、
こ
の
人
も
文
よ
む
こ
と
を
好
み
、
大

人
の
学
才
の
人
に
こ
と
な
る

人
の
学
才
の
人
に
こ
と
な
る
を
め
で
ゝ

を
め
で
ゝ
、
い
と
懇

、
い
と
懇

に
し
て
、
劇
務
の
ひ
ま
に
は
物
よ
み
を

に
し
て
、
劇
務
の
ひ
ま
に
は
物
よ
み
を
し
へ
し
へ
け
れ
ば
、

け
れ
ば
、

大
人
も
い
と
う
れ
し
き
こ
と
に

大
人
も
い
と
う
れ
し
き
こ
と
に
思
ひ
思
ひ
、
其
家
に
行

、
其
家
に
行

通
ひ
て
、
契
約
を
た
て
、
あ
し
た
の
寅
の
刻
よ
り

通
ひ
て
、
契
約
を
た
て
、
あ
し
た
の
寅
の
刻
よ
り

卯
の
卯
の
刻
に
い

刻
に
い
た
り
て
、
一
時
が

た
り
て
、
一
時
が
ほ
ど
は

ほ
ど
は
必
ら
ず
文

必
ら
ず
文

よ
み
な
ら
は
れ
け
り
。

よ
み
な
ら
は
れ
け
り
。

乗
尹
は
公
の
務
い
と
ま
な
き
人
な
れ
ば
、
一
日
を

乗
尹
は
公
の
務
い
と
ま
な
き
人
な
れ
ば
、
一
日
を

へ
だ
て

へ
だ
て
つ
ゝ
ぞ

つ
ゝ
ぞ
か
く
は
せ
ら
れ
け
り
。

か
く
は
せ
ら
れ
け
り
。

一
日
乗
尹
同
僚
に
語
り

一
日
乗
尹
同
僚
に
語
り
けけ
ら
く
、
彼
瞽
人
（こ
じ

ら
く
、
彼
瞽
人
（こ
じ

ん
）が
人
と
な
り
を
見
る
に
、
度
量
大
に
常
人
に

ん
）が
人
と
な
り
を
見
る
に
、
度
量
大
に
常
人
に

越
た
り
、
彼
に
し
て
目
あ
き
た
ら
ん
に
は
、

越
た
り
、
彼
に
し
て
目
あ
き
た
ら
ん
に
は
、
かか
へ
り
へ
り

てて
法
令
を
も
お
か
し
其
身
を
も
そ
こ
な
ひ
な
ん
、

法
令
を
も
お
か
し
其
身
を
も
そ
こ
な
ひ
な
ん
、

目
な
き
こ
そ
幸
に
は
あ
り

目
な
き
こ
そ
幸
に
は
あ
り
け
め
け
め
、、
後
に
必
ら
ず

後
に
必
ら
ず
業業

を
な
し
ぬ
べ
き

を
な
し
ぬ
べ
き
も
の
な
り
、
か
く

も
の
な
り
、
か
く
思
ふ
が

思
ふ
が
故
に
、

故
に
、

常
に
懇
に
は
す
な
り
と

常
に
懇
に
は
す
な
り
と
ぞ
い
ぞ
い
ひ
け
る
。

ひ
け
る
。

（温
故
堂
塙
先
生
伝
）

（温
故
堂
塙
先
生
伝
）
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大
給
（お
ぎ
ゅ
う
）

大
給
（お
ぎ
ゅ
う
）

松
平
乗
尹

松
平
乗
尹
（の
り
た
だ
）

（の
り
た
だ
）

元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
四
月
六
日
遺
跡
を
継
、

元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
四
月
六
日
遺
跡
を
継
、

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
五
月
十
九
日
西
城
の

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
五
月
十
九
日
西
城
の
御
書
院
番

御
書
院
番
に
列
し
、

に
列
し
、

宝
暦
元
年
（
一
七
五

一
）
五
月
十
二
日
御
小
納
戸
に
移
り
、
七
月

宝
暦
元
年
（
一
七
五

一
）
五
月
十
二
日
御
小
納
戸
に
移
り
、
七
月

十
八
日
西
城
に
附
属
せ
ら
れ
、
十
二
月
十
八
日
布
衣

十
八
日
西
城
に
附
属
せ
ら
れ
、
十
二
月
十
八
日
布
衣

を
着
す
る
事
を
許
さ
る
。
後
放
鷹
に
扈
従
し
、
鳥
を

を
着
す
る
事
を
許
さ
る
。
後
放
鷹
に
扈
従
し
、
鳥
を

射
て
時
服
を
賜

射
て
時
服
を
賜
ふふ
。。

宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
五
月
十
三
日
本
城
に

宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
五
月
十
三
日
本
城
に
候
し
候
し
、、

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
十

一
月
十
九
日
頭
取
と
な
り
、
閏
十
二

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
十

一
月
十
九
日
頭
取
と
な
り
、
閏
十
二

月
十

一
日
従
五
位
下
織
部
正
に
叙
任
す
。

月
十

一
日
従
五
位
下
織
部
正
に
叙
任
す
。

安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
十
二
月
十
四
日
親
筆
山
水
の
御
画
を
賜

安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
十
二
月
十
四
日
親
筆
山
水
の
御
画
を
賜

ふ
。
ふ
。

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
十

一
月
十
五
日

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
十

一
月
十
五
日
御
作
事
奉
行

御
作
事
奉
行
に
移
り
、

に
移
り
、

こ
の
日
上
総
国
武
射
郡
の
う
ち
に

こ
の
日
上
総
国
武
射
郡
の
う
ち
に
於
て
於
て
、
三
百
石
を

、
三
百
石
を

加
へ
ら
れ
、

加
へ
ら
れ
、
都
て
六
百
石
を
知
行
す

都
て
六
百
石
を
知
行
す

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
七
月
九
日
去
年
駿
河
国
に
赴
き
て
、
久

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
七
月
九
日
去
年
駿
河
国
に
赴
き
て
、
久

能
山
の
御
宮
修
造
の
事
を
沙
汰

能
山
の
御
宮
修
造
の
事
を
沙
汰
せ
し
せ
し
賞
行
は
れ
て
、

賞
行
は
れ
て
、

黄
金
十
枚
を
賜

黄
金
十
枚
を
賜
ふふ
。。

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
三
月
二
十
九
日
安
藤
大
和
守
惟
徳
、
京

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
三
月
二
十
九
日
安
藤
大
和
守
惟
徳
、
京

都
に
行

都
に
行
てて
久
し
く
か

久
し
く
か
へ
ら
ざ
り
し

へ
ら
ざ
り
し
う
ち
、
乗
尹

一
人

う
ち
、
乗
尹

一
人

し
て
事
を
と
り
け
れ
ば
、
こ
れ
を
ね
ぎ
ら
は
せ
給

し
て
事
を
と
り
け
れ
ば
、
こ
れ
を
ね
ぎ
ら
は
せ
給
ひひ
、、

時
服
三
領
を

時
服
三
領
を
被
け
ら
る

被
け
ら
る
。。

こ
の
年
八
月
二
十
七
日
死
す
。
年
六
十
五
。
法
名
長

こ
の
年
八
月
二
十
七
日
死
す
。
年
六
十
五
。
法
名
長

善
。
善
。

（寛
政
重
修
諸
家
譜
」

（寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第

一
）

第

一
）
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検
校
塙
保
己

一
の
刊
本

検
校
塙
保
己

一
の
刊
本

令
義
解
奥
書

令
義
解
奥
書
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一一

底
本
た
る
検
校
塙
保
己

一
の
刊
本
は
、
各
冊

底
本
た
る
検
校
塙
保
己

一
の
刊
本
は
、
各
冊

に
そ
れ
ぞ
れ

一
巻
を
収
め
て
全
十
冊
、

に
そ
れ
ぞ
れ

一
巻
を
収
め
て
全
十
冊
、

慶
安
三
年
蓬
生
巷
林
鶴
の
刊
行
せ
る
所
謂
京
本

慶
安
三
年
蓬
生
巷
林
鶴
の
刊
行
せ
る
所
謂
京
本

を
も
を
も
と
ゝ
と
ゝ
し
て
、
之
を

し
て
、
之
を
紅
葉
山
文
庫
本

紅
葉
山
文
庫
本
、、
水
戸
水
戸

家
校
本

家
校
本
、、
稲
葉
通
邦
蔵
本

稲
葉
通
邦
蔵
本
等
に
よ
っ
て
校
訂
し
、

等
に
よ
っ
て
校
訂
し
、

倉
庫
、
医
疾
の
二
令
は
、
塙
氏
が

倉
庫
、
医
疾
の
二
令
は
、
塙
氏
が
続
日
本
紀

続
日
本
紀
、、

類
聚
三
代
格

類
聚
三
代
格
（院
政
時
代
以
前
の
成
立
、
平
安

（院
政
時
代
以
前
の
成
立
、
平
安

時
代
の
研
究
に
不
可
欠
の
重
要
史
料
）

時
代
の
研
究
に
不
可
欠
の
重
要
史
料
）
、、
政
事
政
事

要
略
要
略
（
一
（
一
〇
〇
〇
〇
八
頃
成
立
、
政
務
全
般
の
事

八
頃
成
立
、
政
務
全
般
の
事

例
）
例
）
、、
令
集
解

令
集
解
等
よ
り
そ
の
逸
文
を
摭

等
よ
り
そ
の
逸
文
を
摭((

せ
き
せ
き))

出
し
て
、
新
に
纂
輯
せ
る
も
の
に
し
て
、

出
し
て
、
新
に
纂
輯
せ
る
も
の
に
し
て
、

従
来
最
も
多
く
世
に
行
は
れ
た
る
も
の
な
り

従
来
最
も
多
く
世
に
行
は
れ
た
る
も
の
な
り
。。

（国
史
大
系
第
二
二
巻

（国
史
大
系
第
二
二
巻

律
、
令
義
解

律
、
令
義
解

吉
川
弘
文
館
）

吉
川
弘
文
館
）
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凡凡

例例

令
義
解
は
淳
和
天
皇
が
清
原
夏
野
等
に

令
義
解
は
淳
和
天
皇
が
清
原
夏
野
等
に
勅
し
て

勅
し
て
養
老
令
の

養
老
令
の

解
釈
解
釈
に
定
準
を
設
け
ん
が
為

に
定
準
を
設
け
ん
が
為
め
に
め
に
撰
述
撰
述
せ
し
め
ら
れ
た
る

せ
し
め
ら
れ
た
る

も
の
に
し
て
、

も
の
に
し
て
、
養
老
令
の
失
は
れ
た
る
今
日
、
そ
の
条
文

養
老
令
の
失
は
れ
た
る
今
日
、
そ
の
条
文

は
本
書
に
よ
っ
て
大
部
分
を
看
る
事
を
得

は
本
書
に
よ
っ
て
大
部
分
を
看
る
事
を
得
べ
く
べ
く
、
義
解
と

、
義
解
と

相
俟
っ
て
公
家
制
度
の
研
究
に
闕
く
べ
か
ら

相
俟
っ
て
公
家
制
度
の
研
究
に
闕
く
べ
か
ら
ぎ
る
ぎ
る
も
の
も
の
たた

り
、
も
と
凡
て
三
十
篇
、
十
巻
あ
り
し
が
、
い
ま
巻
第
八

り
、
も
と
凡
て
三
十
篇
、
十
巻
あ
り
し
が
、
い
ま
巻
第
八

の
中
、
倉
庫
、
医
疾
の
二
令
を
失
っ
て
そ
の
逸
文
を
存
す

の
中
、
倉
庫
、
医
疾
の
二
令
を
失
っ
て
そ
の
逸
文
を
存
す

るる
の
み
な
り
、
旧
輯
国
史
大
系
第
十
二
巻
に
は

の
み
な
り
、
旧
輯
国
史
大
系
第
十
二
巻
に
は
検
校
塙
保

検
校
塙
保

己

一
の
刊
本
を
原
と
し
て

己

一
の
刊
本
を
原
と
し
て
紅
葉
山
文
庫
本
等
を
以
て
校
訂

紅
葉
山
文
庫
本
等
を
以
て
校
訂

せ
る
も
の
を
収
め
し
が
、
今
ま
た
同
じ
く
塙
氏
の
刊
本
を

せ
る
も
の
を
収
め
し
が
、
今
ま
た
同
じ
く
塙
氏
の
刊
本
を

底
本
と
し
、
之
を
宮
内
省
図
書
寮
所
蔵
本
、
内
閣
文
庫
所

底
本
と
し
、
之
を
宮
内
省
図
書
寮
所
蔵
本
、
内
閣
文
庫
所

蔵
旧
紅
葉
山
文
庫
本
、
東
洋
文
庫
所
蔵
廣
橋
伯
爵
家
旧
蔵

蔵
旧
紅
葉
山
文
庫
本
、
東
洋
文
庫
所
蔵
廣
橋
伯
爵
家
旧
蔵

本
及
び
京
都
猪
熊
信
男
氏
所
蔵
本
等
を
以
て
校
合
し
、
更

本
及
び
京
都
猪
熊
信
男
氏
所
蔵
本
等
を
以
て
校
合
し
、
更

に
京
本
及
び
源
元
寛
刊
本
關
市
令
を
始
め
、
令
集
解
、
政

に
京
本
及
び
源
元
寛
刊
本
關
市
令
を
始
め
、
令
集
解
、
政

事
要
略
、
令
聞
書
等
の
諸
書
に

事
要
略
、
令
聞
書
等
の
諸
書
に
よ
つ
て

よ
つ
て
校
勘
を
加
へ
、

校
勘
を
加
へ
、

こ
ゝ
に

こ
ゝ
に
新
訂
増
補
国
史
大
系
第
二
十
二
巻
に
収
め
て
公
刊

新
訂
増
補
国
史
大
系
第
二
十
二
巻
に
収
め
て
公
刊

す
。
す
。

（国
史
大
系
第
二
二
巻

（国
史
大
系
第
二
二
巻

律
、
令
義
解

律
、
令
義
解

吉
川
弘
文
館
）

吉
川
弘
文
館
）

国
史
大
系

令
義
解

凡
例
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多
く
の
職
人
の
手
を
経
て
刊
行
に
至
る
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「今
物
語
」

「今
物
語
」
（平
安
末
期
～
鎌
倉
時
代
の
説
話
集
五

（平
安
末
期
～
鎌
倉
時
代
の
説
話
集
五

十
三
稿
）を
見
本
と
し
て

十
三
稿
）を
見
本
と
し
て
「群
書
類
従
」
の
広
告
文

「群
書
類
従
」
の
広
告
文

（（大
田
南
畝

大
田
南
畝
の
作
）を
つ
く
り
宣
伝
を
始
め
る
。

の
作
）を
つ
く
り
宣
伝
を
始
め
る
。

大
田
南
畝
（
一
七
四
九
～

一
八
二
三
）

大
田
南
畝
（
一
七
四
九
～

一
八
二
三
）

販
売
方
法
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右
之
書
次
第
に

右
之
書
次
第
に
か
ゝ
か
ゝ
は
ら
ず
、
望
の
者
多
く
有
之
候

は
ら
ず
、
望
の
者
多
く
有
之
候

巻
、
去
々
月
よ
り

一
二
冊

巻
、
去
々
月
よ
り

一
二
冊
づ
ゝ
開
版
仕
候

づ
ゝ
開
版
仕
候
、、

い
づ
れ
の
部
に
て
も
御
好
に
任
せ
候
間
、

い
づ
れ
の
部
に
て
も
御
好
に
任
せ
候
間
、

御
懇
望
の
方
は
、
当
六
月
廿
五
日
よ
り
十
月
六
日
迄

御
懇
望
の
方
は
、
当
六
月
廿
五
日
よ
り
十
月
六
日
迄

に
、
土
手
四
番
町
塙
検
校
宅

に
、
土
手
四
番
町
塙
検
校
宅
え
可
被
仰
遣
候

え
可
被
仰
遣
候
、、

猥
に
開
版
不
然
も
の
も
御
座
候
に
付
、
摺
た
て
弐
百

猥
に
開
版
不
然
も
の
も
御
座
候
に
付
、
摺
た
て
弐
百

部
を
限
り
候
間
、
其
後
は
御
断
申
候
、

部
を
限
り
候
間
、
其
後
は
御
断
申
候
、

料
は
今
物
語
の
通
の
紙
仕
立
に
て
、
紙
十
枚
六
分
二

料
は
今
物
語
の
通
の
紙
仕
立
に
て
、
紙
十
枚
六
分
二

リ
ン
、
仕
立
四
分
五
リ
ン
に
御
座
候
、

リ
ン
、
仕
立
四
分
五
リ
ン
に
御
座
候
、

（大
田
南
畝
の

（大
田
南
畝
の
『『
一
話

一
言

一
話

一
言
』』
））

宣
伝
文
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当
時
か
く
ば
か
り
家
々
の
日
記
を
納
め
も
て
る
人
、

当
時
か
く
ば
か
り
家
々
の
日
記
を
納
め
も
て
る
人
、

絶
え
て
有
こ
と
な
し
。

絶
え
て
有
こ
と
な
し
。

又又
日
本
後
紀

日
本
後
紀
（続
日
本
紀
に
次
ぐ
勅
撰
の
歴
史
書
）

（続
日
本
紀
に
次
ぐ
勅
撰
の
歴
史
書
）
は
世
は
世

の
な
か
に
久
し
く
絶
え
て
伝
は

の
な
か
に
久
し
く
絶
え
て
伝
は
ら
ざ
り
し
を

ら
ざ
り
し
を
、
さ
き
に
京

、
さ
き
に
京

都
の
名
家
よ
り
も
と
め
出
さ
れ
て
か
た
ぎ
に

都
の
名
家
よ
り
も
と
め
出
さ
れ
て
か
た
ぎ
に
ゑ
ら
ゑ
ら
し
む
、

し
む
、

す
べ
て
十
巻
あ
り
。

す
べ
て
十
巻
あ
り
。

全
部
の
五
分
が

一
な
り
と

全
部
の
五
分
が

一
な
り
と
い
へ
ど
も

い
へ
ど
も
、、
な
ほ
な
ほ
六
国
史
の
員

六
国
史
の
員

備
は
る
こ
と
は
、
今
の
御
代
と
な
り

備
は
る
こ
と
は
、
今
の
御
代
と
な
り
てて
こ
の
時

こ
の
時
ぞぞ
始
め
な

始
め
な

る
。
る
。

令
義
解

令
義
解
、、
百
錬
抄

百
錬
抄
（鎌
倉
後
期
の
歴
史
書
）

（鎌
倉
後
期
の
歴
史
書
）
な
ど
を
も
、

な
ど
を
も
、

よ
く
か
う
が

よ
く
か
う
が
へへ
正
し
て
、
と
も
に
か
た
木
に

正
し
て
、
と
も
に
か
た
木
に
ゑ
り
て

ゑ
り
て
、
世
、
世

に
ひ
ろ
く
行
は
し
む
。

に
ひ
ろ
く
行
は
し
む
。

こ
の
ほ
か
国
史
、
格
式
（律
令
を
補
完
、
代
位
す
る
法
典
）

こ
の
ほ
か
国
史
、
格
式
（律
令
を
補
完
、
代
位
す
る
法
典
）

な
ど
、
こ
と
ご
と
く
校
正
し
て
、

な
ど
、
こ
と
ご
と
く
校
正
し
て
、
な
ほ
追
て

な
ほ
追
て
上
木
の
功
を

上
木
の
功
を

く
は
く
は
だ
て
だ
て
ら
る
ら
る
。。

世
の
国
学
を
い
ふ
も
の
、

世
の
国
学
を
い
ふ
も
の
、
た
は
た
は
や
す
く
奇
書
を
見
る
こ
と

や
す
く
奇
書
を
見
る
こ
と

を
得
し
は
、
多
く
は
大
人
の

を
得
し
は
、
多
く
は
大
人
の
い
さ
を

い
さ
を
な
り
。
」

な
り
。
」

（（中
山
信
名
「温
故

中
山
信
名
「温
故
堂
塙
先
生
伝

堂
塙
先
生
伝
」」））

保
己

一
の
功

保
己

一
の
功
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こ
う
し
た
史
料
主
義
は
、
歴
史
叙
述
の
一
つ
の
方

式
と
し
て
、
古
く
か
ら
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

菅
原
道
真
の
類
聚
国
史
は
そ
の
代
表
的
な
も
の

で
あ
る
。
今
日
、
史
料
編
纂
所
で
刊
行
し
て
い
る

大
日
本
史
料
も
そ
れ
で
あ
る
。

一
般
の
人
に
は
役
に
立
た
な
い
が
、
専
門
史
家
に

と
っ
て
は
確
実
な
史
料
の
列
挙
と
い
う
点
で
、
な

ま
じ
い
の
叙
述
以
上
に
役
に
立
つ
。

ま
た
、
こ
れ
を
編
集
す
る
に
は
、
あ
り
ふ
れ
た
著

述
を
す
る
以
上
に
、
史
料
の
鑑
別
・精
選
に
頭
を

使
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
い
つ
の
時
代
に
も
か
わ
ら
ぬ
価
値
を
も

つ
も
の
は
こ
う
し
た
客
観
主
義
に
徹
し
た
史
書
で

あ
る
。

（「塙
検
校
の
識
見
」坂
本
太
郎
・塙
保
己

一
記
念
論
文
集
）

一
貫
し
た

史
料
主
義

文
書
保
存
管
理
の
先
駆
者
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一
九
八
七
年
（昭
和
六
二
）成
立
し
た

一
九
八
七
年
（昭
和
六
二
）成
立
し
た
文
書
館
法

文
書
館
法

第
三
条

第
三
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
歴
史
資
料

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
歴
史
資
料

と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
保
存
及
び

と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
保
存
及
び

利
用
に
関
し
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る

利
用
に
関
し
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る

責
務
を
有
す
る
。

責
務
を
有
す
る
。

こ
の
法
律
は
、

こ
の
法
律
は
、

全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会

全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
で
検
討
を

で
検
討
を

加
え
、
総
理
府
を
通
し
て
岩
上
二
郎
参
議
院
議
員
に

加
え
、
総
理
府
を
通
し
て
岩
上
二
郎
参
議
院
議
員
に
よよ

るる
議
員
立
法
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

議
員
立
法
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

岩
上
二
郎
「公
文
書
館
へ
の
道
」

岩
上
二
郎
「公
文
書
館
へ
の
道
」

ち
な
み
に
、
ユ
ネ
ス
コ
加
盟

一
一
七
カ
国
の
な
か
で
、

ち
な
み
に
、
ユ
ネ
ス
コ
加
盟

一
一
七
カ
国
の
な
か
で
、

歴
史
資
料
や
行
政
文
書
の
保
存
な
ど
を
義
務
付
け
る
法

歴
史
資
料
や
行
政
文
書
の
保
存
な
ど
を
義
務
付
け
る
法

律
が
な
か
っ
た
の
は
、
ご
く
最
近
ま
で
日
本
だ
け
で

律
が
な
か
っ
た
の
は
、
ご
く
最
近
ま
で
日
本
だ
け
で

あ
っ
た
。

あ
っ
た
。

歴
史
資
料
や
行
政
文
書
の
保
存
を
、
基
本
的
な
文
化
の

歴
史
資
料
や
行
政
文
書
の
保
存
を
、
基
本
的
な
文
化
の

問
題
と
考
え
る
私
に
と
っ
て
、
日
本
は
ま
ぎ
れ
も
な
く

問
題
と
考
え
る
私
に
と
っ
て
、
日
本
は
ま
ぎ
れ
も
な
く

『『
文
化
的
後
進
国

文
化
的
後
進
国
』』だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

情
報
公
開
の
先
駆
者

情
報
公
開
の
先
駆
者
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神流川八堰図

こ
う
し
た
史
料
が
私
た
ち
の
生

活
に
ど
う
役
立
つ
て
い
る
の
か
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①
「神
流
川
」
の
文
献
記
録

江
戸
時
代
の
「新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
（昌
平

黌
地
理
局
総
裁

林
述
齋
編
、
二
六
五
巻

文
政

一
一

年
・
一
八
二
八
年
成
立
）に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

巻
之
二
百
四
十
三

賀
美
郡
之

一

神
流
川

郡
西
武
上
の
国
界
を
流
る
、

【廻
国
雑
記
】に
、
上
野
よ
り
武
蔵
へ
越
給
ふ
時

と
云
つ
づ
き
に
、
髪
長
川
な
ど
名
所
名
所
と
云
、

【川
越
記
】に
は
加
美
の
川
と
あ
り
、
其
文
に
加

美
郡
と
云
る
二
十
余
郡
の
北
の
果
に
て
、
彼
郡

よ
り
流
出
る
を
加
美
の
川
と
云
て
、
末
は
利
根

に
た
ぎ
り
落
て
、
是
な
ん
武
蔵
国
と
か
み
つ
け

の
界
川
な
り
云
云
、
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廻
国
雑
記
や
河
越
記
と
い
う

本
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
か

群
書
類
従
は
文
政
二
年
（
一
八

一
九
）に
完
成
し
て
い
る
の
で
、
新

編
武
蔵
風
土
記
稿
は
こ
れ
を
元
に
記
述
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

群

書

類

従
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川越記川越記 廻国雑記廻国雑記
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群
書
類
従

群
書
類
従

巻
第
三
百
三
十
七

巻
第
三
百
三
十
七

紀
行
部
十

一

紀
行
部
十

一

廻
国
雑
記

廻
国
雑
記

道
興
准
后

道
興
准
后

文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）

文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
六
月
上
旬
の
頃
。
北
征
東

六
月
上
旬
の
頃
。
北
征
東

行
の
あ
ら
ま
し
に
て
。

行
の
あ
ら
ま
し
に
て
。

中
略
中
略

今
は
今
は
よ
に
烟
を

よ
に
烟
を
た
え
て
し
な
の
な
る

た
え
て
し
な
の
な
る
浅
間
浅
間
の
た
け
は

の
た
け
は

名
の
み
立
け
り
杉
も
と
に
十
日
ば
か
り
逗
留
し
侍
り

名
の
み
立
け
り
杉
も
と
に
十
日
ば
か
り
逗
留
し
侍
り

き
。
八
月
十
五
夜
淡
雨
茫
々
と
し
て
い
と
ど
旅
店
の

き
。
八
月
十
五
夜
淡
雨
茫
々
と
し
て
い
と
ど
旅
店
の

物
う
さ
も
ひ
と

物
う
さ
も
ひ
と
し
ほ
の
こ
こ
ち

し
ほ
の
こ
こ
ち
し
て
。

し
て
。

身
こ
そ
か
く
旅
の
衣
に
朽
は
て

身
こ
そ
か
く
旅
の
衣
に
朽
は
て
めめ

月
さ
へ
名
を
も
や
つ
す
雨
哉

月
さ
へ
名
を
も
や
つ
す
雨
哉

こ
の
坊
を
立
て
も
宮
の
市
。
せ
し
も
の
原
。

こ
の
坊
を
立
て
も
宮
の
市
。
せ
し
も
の
原
。
し
ほ
し
ほ
川
。
川
。

し
ろ
い
し
。
い
た
ず
ら
野
。

し
ろ
い
し
。
い
た
ず
ら
野
。
あ
ひ
あ
ひ
川
。
川
。
か
み
長
川
な
ど

か
み
長
川
な
ど

さ
ま
ざ
ま
の
名
所
を

さ
ま
ざ
ま
の
名
所
を
行
々
て

行
々
て
。
お
し
ま
の
原
と

。
お
し
ま
の
原
と
いい
へへ

る
所
る
所
に
や
す
み
て

に
や
す
み
て
よ
め
る
。

よ
め
る
。

け
ふ
爰
に
お
し
ま
が

け
ふ
爰
に
お
し
ま
が
原
を
き
て

原
を
き
て
と
へ
は

と
へ
は

わ
か
わ
か
松
し
ま
は
程

松
し
ま
は
程
そそ
遙遙
けけ
きき
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群
書
類
従

群
書
類
従

巻
三
百
八
十
五

巻
三
百
八
十
五

合
戦
部

合
戦
部

河
越
記

河
越
記

い
た
づ
ら
に

い
た
づ
ら
に
かか
た
は
ら
に
あ
り

た
は
ら
に
あ
り
てて
世
の
盛
衰

世
の
盛
衰

を
み
る
に
。
神
は
威
を
失
ひ
て
権
実
霊
社
は

を
み
る
に
。
神
は
威
を
失
ひ
て
権
実
霊
社
は

泥
土
に
く
ち
。
祭
祀
禮
尊
も
時
を
忘
れ
て
上

泥
土
に
く
ち
。
祭
祀
禮
尊
も
時
を
忘
れ
て
上

く
だ
り
。
仏
法
は
後
五
百
歳
の
末
つ
か
た
に

く
だ
り
。
仏
法
は
後
五
百
歳
の
末
つ
か
た
に

て
諸
経
は
し
み
の
栖
と
な
り
。
称
念
読
誦
の

て
諸
経
は
し
み
の
栖
と
な
り
。
称
念
読
誦
の

師
門
な
け
れ
ば
恭
敬
讃
嘆
の
檀
門
ま
れ
也
。

師
門
な
け
れ
ば
恭
敬
讃
嘆
の
檀
門
ま
れ
也
。

中
略
中
略

猶
ゆ
き

猶
ゆ
き
々
て
々
て
川
あ
り
。
荒
川
と
な
づ
け
て

川
あ
り
。
荒
川
と
な
づ
け
て
むむ

かか
ひ
は
ひ
は
秩
父
の
山
か

秩
父
の
山
か
ささ
な
れ
な
れ
りり
。。
加
美
郡
と

加
美
郡
と

い
へ
る
は
二
十
余
郡
の
北
の
は
て
に
て
。
彼

い
へ
る
は
二
十
余
郡
の
北
の
は
て
に
て
。
彼

郡
よ
り
な
が
れ

郡
よ
り
な
が
れ
い
づ
る
ぞ

い
づ
る
ぞ
加
美
の
川
と

加
美
の
川
と
い
ひ
い
ひ

て
末
は
利
根
川
に
た
ぎ
り
お
ち
て
。

て
末
は
利
根
川
に
た
ぎ
り
お
ち
て
。
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宴
曲
抄

宴
曲
抄

沙
弥
明
空
編
正
安
三
年
（
一
三
〇

一
）
八
月
上
旬
、
集
成

沙
弥
明
空
編
正
安
三
年
（
一
三
〇

一
）
八
月
上
旬
、
集
成

南
無
飛
龍
権
現
千
手
千
眼
日
本
第

一
大
霊
験
善
光
寺
修
業

南
無
飛
龍
権
現
千
手
千
眼
日
本
第

一
大
霊
験
善
光
寺
修
業

信
濃
の
木
曾
路
、
甲
斐
の
白
根
、
思
を
雲
路
に
は
こ
ば
し

信
濃
の
木
曾
路
、
甲
斐
の
白
根
、
思
を
雲
路
に
は
こ
ば
し
めめ
、
旗
客
の
名
残
、
数
行

、
旗
客
の
名
残
、
数
行

の
涙
、
情
を
餞
別
の
道
に
顕
は
す
、
穂
屋
の
薄
の
ほ
の
か
に
も
、
伏
屋
に
生
る
、
箒

の
涙
、
情
を
餞
別
の
道
に
顕
は
す
、
穂
屋
の
薄
の
ほ
の
か
に
も
、
伏
屋
に
生
る
、
箒

木
を
、
有
と
ば
か
り
も
い
つ
か
見

木
を
、
有
と
ば
か
り
も
い
つ
か
見
むむ
、
吹
送
由
井
の
浜
音
た
て
て
、
し
き
り
に

、
吹
送
由
井
の
浜
音
た
て
て
、
し
き
り
に
よよ
すす

る
浦
波
を
、

る
浦
波
を
、
な
を
顧

な
を
顧
常
葉
山
、
か
わ
ら
ぬ
松
の
緑
の
、
千
年
も

常
葉
山
、
か
わ
ら
ぬ
松
の
緑
の
、
千
年
も
を
き
を
き
行
末
、
分
過
秋

行
末
、
分
過
秋

の
叢
、
小
萱
刈
萱
露
な
が
ら
、
沢
辺
の
道
を
朝
立
て
、
袖
打
払
唐
衣
、
き
つ
つ
な
れ

の
叢
、
小
萱
刈
萱
露
な
が
ら
、
沢
辺
の
道
を
朝
立
て
、
袖
打
払
唐
衣
、
き
つ
つ
な
れ

に
し
と
い
ひ
し
人
の
、
干
飯

に
し
と
い
ひ
し
人
の
、
干
飯
た
う
べ
し

た
う
べ
し
古
も
、
か
か
り
し
井
手
の
沢
辺
か
と

古
も
、
か
か
り
し
井
手
の
沢
辺
か
と
よよ
、
山
、
山

田
の
里
に
き
に
け
ら
し
、
過
ぎ
こ
し
方
を

田
の
里
に
き
に
け
ら
し
、
過
ぎ
こ
し
方
を
へ
だ
へ
だ
つ
れ
ば
、
霞
の
関
と
今

つ
れ
ば
、
霞
の
関
と
今
ぞぞ
し
る
、
お

し
る
、
お

も
ひ
き
や
、
我
に
つ
れ
な
き
人
を

も
ひ
き
や
、
我
に
つ
れ
な
き
人
を
こ
ひ
こ
ひ
、
か
く
程
袖
を
ぬ
ら
す
べ
し
と
は
、
久
米
河

、
か
く
程
袖
を
ぬ
ら
す
べ
し
と
は
、
久
米
河

の
逢
瀬
を
た
ど
る
苦
し
さ
、
武
蔵
野
は
か
ぎ
り
も
し
ら
ず
は
て
も
な
し
、
千
草
の

の
逢
瀬
を
た
ど
る
苦
し
さ
、
武
蔵
野
は
か
ぎ
り
も
し
ら
ず
は
て
も
な
し
、
千
草
の

花
の
色
々
、
う
つ
ろ
ひ
や
す
き
露
の
下
に
、

花
の
色
々
、
う
つ
ろ
ひ
や
す
き
露
の
下
に
、
よよ
は
る
か
虫
の
声
々
、
草
の
原
の
よ
り

は
る
か
虫
の
声
々
、
草
の
原
の
よ
り

出
月
の
尾
花
が
末
に
入
ま
で
に
ほ
の
か
に
残
晨
明
の
、
光
も
細
き
暁
、
尋

出
月
の
尾
花
が
末
に
入
ま
で
に
ほ
の
か
に
残
晨
明
の
、
光
も
細
き
暁
、
尋
て
も
て
も
見見
ばば

やや
堀
難
の
出
難
か
り
し

堀
難
の
出
難
か
り
し

瑞
籬
の
、
久
跡
や
是
な
ら
ん
、
あ
だ
な
が
ら
む
す
ぶ
契
の
名
残
を
も
、
ふ
か
く
や
思

瑞
籬
の
、
久
跡
や
是
な
ら
ん
、
あ
だ
な
が
ら
む
す
ぶ
契
の
名
残
を
も
、
ふ
か
く
や
思

入
間
川
、
あ
の
此
里
に
い
ざ
又
と

入
間
川
、
あ
の
此
里
に
い
ざ
又
と
ま
ら
ば

ま
ら
ば
、
誰
に

、
誰
に
か
早
敷

か
早
敷
妙
の
、
枕
な
ら
べ
ん
と
お

妙
の
、
枕
な
ら
べ
ん
と
お

も
へ
ど
も
、
婦
に
う
は
す
の
も
り
て
し
も
お
つ
る
涙
の
し
が
ら
み
は
、
げ
に
大
蔵
に

も
へ
ど
も
、
婦
に
う
は
す
の
も
り
て
し
も
お
つ
る
涙
の
し
が
ら
み
は
、
げ
に
大
蔵
に

槻
河
の
、
流
れ
も
は
や
く
比
企
野
が
原
、
秋
風
は
げ
し
吹
上
の
、

槻
河
の
、
流
れ
も
は
や
く
比
企
野
が
原
、
秋
風
は
げ
し
吹
上
の
、

稍
も
さ
び
し
く
な
ら
ぬ
梨
、

稍
も
さ
び
し
く
な
ら
ぬ
梨
、
打
渡
す
早
瀬
に
駒
や
な
づ
む
ら
ん
、
た
ぎ
り
て
お
つ

打
渡
す
早
瀬
に
駒
や
な
づ
む
ら
ん
、
た
ぎ
り
て
お
つ

る
浪
の
荒
河
行
過
て
、
下
に
な
が
る
る
見
馴
川
、
見
な
れ
ぬ
渡
を
た
ど
る
ら
し
、

る
浪
の
荒
河
行
過
て
、
下
に
な
が
る
る
見
馴
川
、
見
な
れ
ぬ
渡
を
た
ど
る
ら
し
、

朝
市
の
里
動
（ど
よ
む
）ま
で
立
さ
わ
ぐ
、
是
や
は
児
玉
玉
鉾
の
、
道
行
人
に
事
と

朝
市
の
里
動
（ど
よ
む
）ま
で
立
さ
わ
ぐ
、
是
や
は
児
玉
玉
鉾
の
、
道
行
人
に
事
と

わ
ん
、
者
の
武
の
弓
影
に
さ
は
ぐ
雉
が
岡
、
矢
竝
に
み
ゆ
る
鏑
河
、

わ
ん
、
者
の
武
の
弓
影
に
さ
は
ぐ
雉
が
岡
、
矢
竝
に
み
ゆ
る
鏑
河
、

今
宵
は
さ
て
も
山
な
越
ぞ
、
い
ざ
倉
賀
野
に
と
と
ま
ら
ん
、
夕
陽
西
に
廻
て
、
嵐
も

今
宵
は
さ
て
も
山
な
越
ぞ
、
い
ざ
倉
賀
野
に
と
と
ま
ら
ん
、
夕
陽
西
に
廻
て
、
嵐
も

寒
衣
沢
、
末
野
を
過
て
指
出
や
、
豊
岡
か
け
て
見
わ
た
せ
ば
、
ふ
み
と
ど
ろ
か
す
、

寒
衣
沢
、
末
野
を
過
て
指
出
や
、
豊
岡
か
け
て
見
わ
た
せ
ば
、
ふ
み
と
ど
ろ
か
す
、

乱
橋
の
、
し
ど
ろ
に
違
板
鼻
、
誰
松
井
田
に
と
ま
る

乱
橋
の
、
し
ど
ろ
に
違
板
鼻
、
誰
松
井
田
に
と
ま
る
ら
ん
ら
ん
、、

②②

児
玉
の
文
献
記
録

児
玉
の
文
献
記
録
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た
ぎ
り

た
ぎ
り
て
お
て
お
つ
る
浪
の

つ
る
浪
の
荒
河
荒
河
行
過
て
、
下
に
な

行
過
て
、
下
に
な

が
る
が
る
るる
見
馴
見
馴
川川
、
見
な
れ
ぬ
渡
を
た
ど
る

、
見
な
れ
ぬ
渡
を
た
ど
る
らら
し
、
し
、

朝
市
の
里
動

（ど
よ
む
）
ま
で
立
さ
わ
ぐ
、
是

朝
市
の
里
動

（ど
よ
む
）
ま
で
立
さ
わ
ぐ
、
是

や
は
や
は
児
玉
児
玉
玉
鉾
の
、
道
行
人
に
事
と

玉
鉾
の
、
道
行
人
に
事
と
わ
ん
わ
ん
、
者
、
者

の
武
の
弓
影
に

の
武
の
弓
影
に
ささ
は
ぐ
は
ぐ
雉
が
岡

雉
が
岡
、、
矢
竝
に
み
ゆ

矢
竝
に
み
ゆ

るる
鏑
河
鏑
河
、、

続
群
書
類
従

続
群
書
類
従

十
九
下

十
九
下
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③
荻
野
吟
子
の
女
医
へ
の
道

令
義
解
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妻
沼
町
が
「令
義
解
」購
入

妻
沼
町
が
「令
義
解
」購
入

読
売
新
聞

読
売
新
聞

我
が
国
初
の
女
性
医
師
、
荻
野
吟
子
（
一
八
五

一
～

我
が
国
初
の
女
性
医
師
、
荻
野
吟
子
（
一
八
五

一
～

一
九

一
三
が
女
医
と
な
る
門
戸
を
聞
か
せ
る
き
っ
か

一
九

一
三
が
女
医
と
な
る
門
戸
を
聞
か
せ
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
古
本
「令
義
解
」十
巻
を
、
吟
子
の
出

け
と
な
っ
た
古
本
「令
義
解
」十
巻
を
、
吟
子
の
出

身
地
の
妻
沼
町
が
購
入
し
た
。

身
地
の
妻
沼
町
が
購
入
し
た
。

同
書
は
、
児
玉
町
出
身
の
江
戸
時
代
の
国
学
者
、
塙

同
書
は
、
児
玉
町
出
身
の
江
戸
時
代
の
国
学
者
、
塙

保
己

一
（
一
七
四
六
～

一
八
二
一
）が
校
正
、
出
版

保
己

一
（
一
七
四
六
～

一
八
二
一
）が
校
正
、
出
版

し
た
平
安
時
代
の
法
律
注
釈
書
。

し
た
平
安
時
代
の
法
律
注
釈
書
。

東
京
都
内
の
古
書
店
が
先
月
入
手
し
た
も
の
を
、
町

東
京
都
内
の
古
書
店
が
先
月
入
手
し
た
も
の
を
、
町

が
公
費
（四
万
八
千
円
）
で
買
い
、
「県
内
の
歴
史

が
公
費
（四
万
八
千
円
）
で
買
い
、
「県
内
の
歴
史

的
著
名
人
二
人
を
結
び
つ
け
た
貴
重
な
史
料
」と
し

的
著
名
人
二
人
を
結
び
つ
け
た
貴
重
な
史
料
」と
し

て
、
町
立
展
示
舘
と
図
書
館
で
公
開
展
示
し
て
い
る
。

て
、
町
立
展
示
舘
と
図
書
館
で
公
開
展
示
し
て
い
る
。

伝
記
な
ど
に
よ
る
と
、
荻
野
吟
子
は
医
師
を
目
指
し

伝
記
な
ど
に
よ
る
と
、
荻
野
吟
子
は
医
師
を
目
指
し

て
上
京
し
、
医
学
校
に
学
ん
だ
が
、

て
上
京
し
、
医
学
校
に
学
ん
だ
が
、
「女
医
の
前
例

「女
医
の
前
例

が
な
い
」と
の
理
由
で
医
業
開
業
試
験
の
受
験
を
拒

が
な
い
」と
の
理
由
で
医
業
開
業
試
験
の
受
験
を
拒

否
さ
れ
た
。

否
さ
れ
た
。
絶
望
の
中
、
吟
子
は
、
か
つ
て
学
ん
だ

絶
望
の
中
、
吟
子
は
、
か
つ
て
学
ん
だ

「令
義
解
」に
「女
医
」
の
記
載
が
あ
っ
た
の
を
思

「令
義
解
」に
「女
医
」
の
記
載
が
あ
っ
た
の
を
思

い
だ
し
た
。
そ
れ
が
文
献
上
の
根
拠
と
な
り
、
医
師

い
だ
し
た
。
そ
れ
が
文
献
上
の
根
拠
と
な
り
、
医
師

免
許
の
受
験
規
則
が
改
正
さ
れ
、
一
八
八
五
年
（明

免
許
の
受
験
規
則
が
改
正
さ
れ
、
一
八
八
五
年
（明

治
十
八
年
）に
試
験
に
合
格
し
た
。

治
十
八
年
）に
試
験
に
合
格
し
た
。
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令
義
解

令
義
解

巻
八
巻
八

医
疾
令

医
疾
令

第
二
十
四

第
二
十
四
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女
医
條

女
医
條

女
医
取
官
戸
婢
年
十
五
以
上
。
廿
五
以
下
。
性

女
医
取
官
戸
婢
年
十
五
以
上
。
廿
五
以
下
。
性

識
慧
了
者
三
十
人
。
別
所
安
置
。
教
以
安
胎
産

識
慧
了
者
三
十
人
。
別
所
安
置
。
教
以
安
胎
産

難
、
及
創
腫
傷
折
。
針
灸
之
法
。
皆
案
文
口
授
。

難
、
及
創
腫
傷
折
。
針
灸
之
法
。
皆
案
文
口
授
。

毎
月
医
博
士
試
。
年
終
内
薬
司
試
。
限
七
季
成
。

毎
月
医
博
士
試
。
年
終
内
薬
司
試
。
限
七
季
成
。

女
医

（宮
廷
の
婦
人
科
治
療
に
あ
た
る
女
性
医
師
）
は
官

女
医

（宮
廷
の
婦
人
科
治
療
に
あ
た
る
女
性
医
師
）
は
官

戸

・
婢

（官
有
賎
民
の
女
性
）
の
年
齢
十
五
歳
以
上
二
十

戸

・
婢

（官
有
賎
民
の
女
性
）
の
年
齢
十
五
歳
以
上
二
十

五
歳
以
下
の
知
性
秀
で
た
人
三
十
人
を
採
用
し
て
、

五
歳
以
下
の
知
性
秀
で
た
人
三
十
人
を
採
用
し
て
、

別
所
に
安
置
し
て
、
産
科
、
及
び
創
腫
、
傷
折
、
針
灸
の

別
所
に
安
置
し
て
、
産
科
、
及
び
創
腫
、
傷
折
、
針
灸
の

法
を
教
え
る
こ
と
。

法
を
教
え
る
こ
と
。

み
な
経
文
に
依
拠
し
て

（諸
博
士
が
）
口
授

（＝
事
物
を

み
な
経
文
に
依
拠
し
て

（諸
博
士
が
）
口
授

（＝
事
物
を

読
ま
せ
ず
口
頭
で
授
け
る
）
す
る
こ
と
。

読
ま
せ
ず
口
頭
で
授
け
る
）
す
る
こ
と
。

毎
月
、
医
博
士
が
試
験
す
る
こ
と
。

毎
月
、
医
博
士
が
試
験
す
る
こ
と
。

年
末
に
内
薬
司
が
試
験
す
る
こ
と
。

年
末
に
内
薬
司
が
試
験
す
る
こ
と
。

七
年
を
期
限
と
し
て
修
養
さ
せ
る
こ
と

七
年
を
期
限
と
し
て
修
養
さ
せ
る
こ
と

（国
史
大
系
第
二
十
二
巻

（国
史
大
系
第
二
十
二
巻

吉
川
弘
文
館
）

吉
川
弘
文
館
）
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と
こ
ろ
で
、
二
番
目
は

生
沢
ク
ノ

深
谷
市
出
身

明
治
十
八
年(

一
八
八
五)
に
は
同
試
験
に
合
格
し
、
二
十
年(

一
八

八
七)

内
務
省
医
籍
に
登
録
さ
れ
、
二
三
歳
の
ク
ノ
は
荻
野
吟
子
に

次
ぐ
二
番
目
の
女
医
と
な
り
ま
し
た
。

父
の
開
業
地
で
あ
る
寄
居
町
や
分
院
を
設
け
た
児
玉
町
を
は
じ
め
、

川
越
市
、
川
本
町
、
深
谷
市
等
で
開
業
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④
小
笠
原
諸
島
の
帰
属
問
題

信
州
深
志
の
城
主
小
笠
原
貞
頼
が

一
五
九
三
年
に

無
人
島
を
発
見
し
た
と
、
子
孫
を
名
乗
る
浪
人
小

笠
原
貞
任
が
幕
府
申
し
出
る
。

南
町
奉
行
所
の
審
査
で
捏
造
と
断
定
さ
れ
、
処
罰

さ
れ
る
。

「
日
本
輿
地
図
」
国
立
公
文
書
館
蔵

辰
巳
無
人
島
訴
状
并
口
上
留
書
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小
笠
原
貞
任
の
訴
状

下
田
よ
り
無
人
島
迄
海
路
三
百
五
拾
里

下
田
よ
り
無
人
島
迄
海
路
三
百
五
拾
里

程
右
之
島
御
沙
汰
に
付
言
上
之
訴
状
并

程
右
之
島
御
沙
汰
に
付
言
上
之
訴
状
并

口
上
之
覚
書

口
上
之
覚
書

奉
願
御
訴
訟
之
事

奉
願
御
訴
訟
之
事

一
此
度
唐
造
御
船
辰
巳
無
人
島

一
此
度
唐
造
御
船
辰
巳
無
人
島
え
被
為
遣
之
処
逐

え
被
為
遣
之
処
逐
見
分
言

見
分
言
上
依
之
世

上
依
之
世

上
之
諸
人
日
本
御
重
寶
不
過
之
重
而
御
船

上
之
諸
人
日
本
御
重
寶
不
過
之
重
而
御
船
被
為
遣
御
取
立
も
於
被

被
為
遣
御
取
立
も
於
被

遊
者
罷
越
度
様
申
習
候
此
島

遊
者
罷
越
度
様
申
習
候
此
島
某
共
譜
代
之
古
主

某
共
譜
代
之
古
主
小
笠
原
民
部
大
輔

小
笠
原
民
部
大
輔

文
禄
弐
年
七
月
二
十

文
禄
弐
年
七
月
二
十
六
日
以
権
現
様
御
証
文
島
を
乗
取
島
之
様
體

六
日
以
権
現
様
御
証
文
島
を
乗
取
島
之
様
體

以
絵
図
書
付
奉
言
上
置
候
右
之

以
絵
図
書
付
奉
言
上
置
候
右
之
由
緒
も
島
の
様
子
能
承
り
傳
へ
罷

由
緒
も
島
の
様
子
能
承
り
傳
へ
罷

有
候
問
家
来
共
差
遣
し
候
而
御
取
立
之
御
役
相
勤
候
様
に
被
為
仰

有
候
問
家
来
共
差
遣
し
候
而
御
取
立
之
御
役
相
勤
候
様
に
被
為
仰

付
被
下
候
者
大
勢
家
来
之
者
助
に
も
罷
成
候
様
奉

付
被
下
候
者
大
勢
家
来
之
者
助
に
も
罷
成
候
様
奉

（続
々
群
書
類
従

第
九
）
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裁
許
裁
許

一一

無
人
島
を
発
見
し
た
と
い
う
小
笠
原
貞
頼
な
る
人
物

無
人
島
を
発
見
し
た
と
い
う
小
笠
原
貞
頼
な
る
人
物

は
、
貞
任
の
差
し
出
し
た
系
譜
以
外
に
は
小
笠
原
宗

は
、
貞
任
の
差
し
出
し
た
系
譜
以
外
に
は
小
笠
原
宗

家
の
系
譜
に
も
、

家
の
系
譜
に
も
、
『『藩
翰
譜

藩
翰
譜
』』に
も
存
在
し
な
い
。

に
も
存
在
し
な
い
。

二二

貞
頼
が
無
人
島
を
発
見
し
た
と
い
う
記
録
は
、
貞
任

貞
頼
が
無
人
島
を
発
見
し
た
と
い
う
記
録
は
、
貞
任

の
家
に
伝
わ
る
と
い
う
文
書
以
外
に
は
存
在
し
な
い
。

の
家
に
伝
わ
る
と
い
う
文
書
以
外
に
は
存
在
し
な
い
。

三三

貞
任
の
差
し
出
し
た
系
譜
を
小
笠
原
宗
家
の
系
譜
と

貞
任
の
差
し
出
し
た
系
譜
を
小
笠
原
宗
家
の
系
譜
と

照
合
し
て
み
る
と
、
実
在
す
る
小
笠
原
長
頼
が
文
禄

照
合
し
て
み
る
と
、
実
在
す
る
小
笠
原
長
頼
が
文
禄

二
年
の
時
点
で
四
〇
歳
代
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
頼

二
年
の
時
点
で
四
〇
歳
代
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
頼

の
孫
と
称
す
る
貞
頼
は
、
た
と
え
実
在
し
た
と
し
て

の
孫
と
称
す
る
貞
頼
は
、
た
と
え
実
在
し
た
と
し
て

も
、
わ
ず
か
数
歳
の
幼
児
に
す
ぎ
な
か
つ
た
は
ず
で
、

も
、
わ
ず
か
数
歳
の
幼
児
に
す
ぎ
な
か
つ
た
は
ず
で
、

そ
の
幼
児
貞
板
が
朝
鮮
出
兵
の
武
将
云
々
の
説
は
論

そ
の
幼
児
貞
板
が
朝
鮮
出
兵
の
武
将
云
々
の
説
は
論

外
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

外
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四四

朝
鮮
出
兵
の
最
中
に
武
将
が
不
急
の
探
検
航
海
を
行

朝
鮮
出
兵
の
最
中
に
武
将
が
不
急
の
探
検
航
海
を
行

うう
こ
と
は
考
え
が
た
い
。

こ
と
は
考
え
が
た
い
。

五五

貞
頼
が
無
人
島
に
建
て
た
と
い
う
二
本
の
標
柱
の
記

貞
頼
が
無
人
島
に
建
て
た
と
い
う
二
本
の
標
柱
の
記

述
に
も
不
審
な
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
日
本
国
天

述
に
も
不
審
な
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
日
本
国
天

照
皇
大
神
宮
地
島
長
源
家
康
公
幕
下
小
笠
原
四
位
少

照
皇
大
神
宮
地
島
長
源
家
康
公
幕
下
小
笠
原
四
位
少

将
民
部
大
輔
源
貞
頼
朝
臣
」
「
日
本
国
天
照
皇
大
神

将
民
部
大
輔
源
貞
頼
朝
臣
」
「
日
本
国
天
照
皇
大
神

宮
地
島
長
豊
葦
原
将
軍
幕
下
小
笠
原
民
部
大
輔
源
貞

宮
地
島
長
豊
葦
原
将
軍
幕
下
小
笠
原
民
部
大
輔
源
貞

頼
朝
臣
」は
、
貞
頼
が
た
と
え
家
康
の
部
下
で
あ
っ

頼
朝
臣
」は
、
貞
頼
が
た
と
え
家
康
の
部
下
で
あ
っ

たた
と
し
て
も
、
秀
吉
の
生
存
し
て
い
る
文
禄
の
時
点

と
し
て
も
、
秀
吉
の
生
存
し
て
い
る
文
禄
の
時
点

で
「豊
葦
原
将
軍
」
の
文
字
を
家
康
の
名
に
冠
す
る

で
「豊
葦
原
将
軍
」
の
文
字
を
家
康
の
名
に
冠
す
る

こ
と
は
あ
り
え
ず
、
こ
れ
は
家
康
が
将
軍
職
に

こ
と
は
あ
り
え
ず
、
こ
れ
は
家
康
が
将
軍
職
に
就
い
就
い

てて
か
ら
以
降
の
時
代
に
捏
造
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

か
ら
以
降
の
時
代
に
捏
造
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

六六

寛
文
十
年
の
ミ
カ
ン
船
の
漂
着
や
延
宝
三
年
の
島
谷

寛
文
十
年
の
ミ
カ
ン
船
の
漂
着
や
延
宝
三
年
の
島
谷

の
探
検
が
世
間
の
評
判
と
な
り
、
随
筆
な
ど
に
も
記

の
探
検
が
世
間
の
評
判
と
な
り
、
随
筆
な
ど
に
も
記

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
貞
頼
は
無
人
島
発
見
以
来

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
貞
頼
は
無
人
島
発
見
以
来

延
宝
三
年
ま
で
数
回
渡
島
し
て
島
の
産
物
を
持
ち
帰

延
宝
三
年
ま
で
数
回
渡
島
し
て
島
の
産
物
を
持
ち
帰

っ
た
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
証
跡
は

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
証
跡
は

全
く
認
め
ら
れ
な
い
。

全
く
認
め
ら
れ
な
い
。
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七七

貞
任
糾
問
事
件
以
前
の
諸
記
録
に
は
、
こ
の
島
を
単

貞
任
糾
問
事
件
以
前
の
諸
記
録
に
は
、
こ
の
島
を
単

に
無
人
島
と
称
す
る
の
み
で
小
笠
原
島
の
名
は
な
く

に
無
人
島
と
称
す
る
の
み
で
小
笠
原
島
の
名
は
な
く

貞
頼
渡
航
の
記
録
も
な
い
。

貞
頼
渡
航
の
記
録
も
な
い
。

八八

小
笠
原
宮
内
貞
任
と
い
う
人
物
は
、
か
つ
て
他
家
の

小
笠
原
宮
内
貞
任
と
い
う
人
物
は
、
か
つ
て
他
家
の

系
譜
を
偸

系
譜
を
偸((

ぬ
す
ぬ
す))

み
小
笠
原
氏
を
冒
し
た
と
い
う
嫌

み
小
笠
原
氏
を
冒
し
た
と
い
う
嫌

疑疑

を
受
け
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
事
件
当
時
の
小
笠
原

を
受
け
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
事
件
当
時
の
小
笠
原

宗
家
の
覚
書
に
は
「右
宮
内
儀
、
弁
舌
利
口
に
相
聞

宗
家
の
覚
書
に
は
「右
宮
内
儀
、
弁
舌
利
口
に
相
聞

こ
え
候
。
こ
の
者
常
に
記
録
の
講
談
等
に
て
渡
世
致

こ
え
候
。
こ
の
者
常
に
記
録
の
講
談
等
に
て
渡
世
致

候
事
に
て
は
こ
れ
な
き
や
、
と
評
判
に
て
御
座
候
也
」

候
事
に
て
は
こ
れ
な
き
や
、
と
評
判
に
て
御
座
候
也
」

と
あ
り
、
宮
内
貞
任
は
疑
惑
の
多
い
人
物
で
あ
っ
た

と
あ
り
、
宮
内
貞
任
は
疑
惑
の
多
い
人
物
で
あ
っ
た

よ
う
だ
。
（山
方
石
之
助

よ
う
だ
。
（山
方
石
之
助
『『
小
笠
原
島
志

小
笠
原
島
志
』』
））

と
こ
ろ
で
、
貞
任
が
奉
行
所
に
差
し
出
し
た
「辰
巳

と
こ
ろ
で
、
貞
任
が
奉
行
所
に
差
し
出
し
た
「辰
巳

無
人
島
訴
状
井
口
上
留
書
」
（

無
人
島
訴
状
井
口
上
留
書
」
（『『続
々
群
書
類
従

続
々
群
書
類
従
』』

第
九
）に
は
、
島
の
大
き
さ
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

第
九
）に
は
、
島
の
大
き
さ
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

て
い
る
。

一一

父
島
父
島

横
二
六
里
、
長
さ
九
〇
里

横
二
六
里
、
長
さ
九
〇
里

一一

母
島
母
島

横

一
〇
里
、
長
さ
二
七
里

横

一
〇
里
、
長
さ
二
七
里

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
貞
任
の
い
う
父
島
は
台
湾
ほ
ど
の

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
貞
任
の
い
う
父
島
は
台
湾
ほ
ど
の

大
き
な
島
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
の

大
き
な
島
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
の

大
き
さ
は
、
最
も
大
き
い
父
島
で
さ
え
面
積

大
き
さ
は
、
最
も
大
き
い
父
島
で
さ
え
面
積
ほほ
二
三
二
三

・九
平
方
キ
ロ
、
伊
豆
大
島
の
三
分
の
一
弱
で
、
幅

・九
平
方
キ
ロ
、
伊
豆
大
島
の
三
分
の
一
弱
で
、
幅

約
五
キ
ロ
（
一
里
強
）、
長
さ
約
九
キ
ロ
（
二
里
強
）、

約
五
キ
ロ
（
一
里
強
）、
長
さ
約
九
キ
ロ
（
二
里
強
）、

母
島
は
最
大
幅
約
四
キ
ロ
（
一
里
）、
長
さ
約

一
三

母
島
は
最
大
幅
約
四
キ
ロ
（
一
里
）、
長
さ
約

一
三

キ
ロ
（三
里
強
）
で
あ
る
。
定
任
の
申
し
立
て
の
信
憑

キ
ロ
（三
里
強
）
で
あ
る
。
定
任
の
申
し
立
て
の
信
憑

性
は
問
題
外
で
あ
ろ
う
。

性
は
問
題
外
で
あ
ろ
う
。

（（
田
中
弘
之
著

田
中
弘
之
著

「幕
末
の
小
笠
原
」

「幕
末
の
小
笠
原
」
））
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江
戸
幕
府
は

江
戸
幕
府
は
文
久
元
年
（
一
八
六

一
）

文
久
元
年
（
一
八
六

一
）
小
笠
原
島
回
収
船

小
笠
原
島
回
収
船

と
し
て
軍
艦
威
臨
丸
を
就
航
さ
せ
た
。

と
し
て
軍
艦
威
臨
丸
を
就
航
さ
せ
た
。

こ
の
と
き
外
国
奉
行
水
野
筑
後
守
忠
徳
ら
は
陣
羽
織
に
帯

こ
の
と
き
外
国
奉
行
水
野
筑
後
守
忠
徳
ら
は
陣
羽
織
に
帯

刀
し
て

刀
し
て
威
儀
を
正
し
、
通
訳
に
中
浜
万
次
郎
、
記
録
絵
師

威
儀
を
正
し
、
通
訳
に
中
浜
万
次
郎
、
記
録
絵
師

に
宮
本
元
道
を
従
え
総
勢
お
よ
そ
百
名
で
あ
っ
た
。

に
宮
本
元
道
を
従
え
総
勢
お
よ
そ
百
名
で
あ
っ
た
。

二
見
湾
に
投
錨
し
た

二
見
湾
に
投
錨
し
た
咸
臨
丸

咸
臨
丸
は
日
章
旗
を
翻
し
て
七
発
の

は
日
章
旗
を
翻
し
て
七
発
の

礼
砲
を
発
射
し
た
。
ペ
リ
ー
艦
隊
の
黒
船
の
故
事
に

礼
砲
を
発
射
し
た
。
ペ
リ
ー
艦
隊
の
黒
船
の
故
事
に
倣
っ
倣
っ

たた
も
の
で
あ
っ
た
。
島
民
は
驚
愕
し
米
国
国
旗
を
掲
げ
て

も
の
で
あ
っ
た
。
島
民
は
驚
愕
し
米
国
国
旗
を
掲
げ
て

対
応
し
た
が
、
住
民
代
表
の
セ
ポ
リ
ー
ら
は

一
行
を
丁
重

対
応
し
た
が
、
住
民
代
表
の
セ
ポ
リ
ー
ら
は

一
行
を
丁
重

に
あ
つ
か
い
、
交
渉
は
順
調
に
は
こ
ん
だ
。

に
あ
つ
か
い
、
交
渉
は
順
調
に
は
こ
ん
だ
。

「対
訳
へ
レ
ン
・ケ
ラ
ー
と
塙
保
己

一
選
集
」

「対
訳
へ
レ
ン
・ケ
ラ
ー
と
塙
保
己

一
選
集
」



2008/3/132008/3/13 5050

そ
れ
か
ら

一
四
〇
年
も
後
に

ア
メ
リ
カ
・イ
ギ
リ
ス
・ロ
シ
ア
が
領
有
権
を
主
張

文
久
元
年

幕
府
は
塙
次
郎
の
も
と
へ
「辰
巳
の
無
人

（
一
八
六

一
）

島
を
小
笠
原
島
と
も
い
う
が
、
そ
の
命
名

の
由
来
」を
、
と
尋
ね
る

「小
笠
原
島
は
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
小

笠
原
民
部
少
輔
貞
頼
が
高
麗
よ
り
帰
朝
の

際
発
見
し
た
島
で
、
以
後
小
笠
原
島
と
呼

ぶ
」と
回
答
。

こ
れ
が
十

一
月
十
六
日
付
け
外
交
文
書
の

も
と
と
な
る

参
考
文
献

「歴
史
の
語
る
小
笠
原
島
」大
熊
良

一
著

「幕
末
の
小
笠
原
」

田
中
弘
之
著

明
治
九
年

（
一
八
七
六
）

正
式
に
日
本
の
領
土
と
認
め
ら
れ
る

明
治
九
年

（
一
八
七
六
）

正
式
に
日
本
の
領
土
と
認
め
ら
れ
る
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「慈
恵
（慧
）大
師
伝
」

「慈
恵
（慧
）大
師
伝
」

藤
原
斎
信
（九
六
七
～

一
〇
三
五
）

藤
原
斎
信
（九
六
七
～

一
〇
三
五
）

良
源
（九

一
二
～
九
八
五
）

良
源
（九

一
二
～
九
八
五
）

第
十
八
代
天
台
座
主

第
十
八
代
天
台
座
主

慈
恵
大
師
、
元
三
大
師

慈
恵
大
師
、
元
三
大
師

続
群
書
類
従

続
群
書
類
従

第
二
百
十
三
巻

第
二
百
十
三
巻

⑤⑤

元
三
大
師

元
三
大
師
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小
花
波
平
六
氏

小
花
波
平
六
氏

（庚
申
懇
話
会
会
長
、
東
京
・豊
島
区
文
化
財
審
議
委
員
）

（庚
申
懇
話
会
会
長
、
東
京
・豊
島
区
文
化
財
審
議
委
員
）

群
書
類
従
は

群
書
類
従
は
庚
申
研
究

庚
申
研
究
に
と
っ
て
、
貴
重
文
献
の
宝
庫
で
す
。

に
と
っ
て
、
貴
重
文
献
の
宝
庫
で
す
。

我
が
国
の
学
問
の
研
究
が
飛
躍
的
に
進
歩
し
、
国
民
の
文
化

我
が
国
の
学
問
の
研
究
が
飛
躍
的
に
進
歩
し
、
国
民
の
文
化

的
生
活
が
向
上
し
た
か
げ
に
は
、
群
書
類
従
と
い
う
偉
大
な

的
生
活
が
向
上
し
た
か
げ
に
は
、
群
書
類
従
と
い
う
偉
大
な

資
料
が
、
大
き
な
役
目
を
果
た
し
て
き
た
も
の
と
私
は
考
え

資
料
が
、
大
き
な
役
目
を
果
た
し
て
き
た
も
の
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。
（温
故
叢
誌

（温
故
叢
誌

第
五
十
六
号
）

第
五
十
六
号
）

中
山
八
寿
子
氏

中
山
八
寿
子
氏

（香
道
師
範
）

（香
道
師
範
）

群
書
類
従
の
遊
戯
部
三
八
五
・三
八
六
に
、

群
書
類
従
の
遊
戯
部
三
八
五
・三
八
六
に
、
香
道
香
道
に
関
す
る

に
関
す
る

書
物
が
六
点
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

書
物
が
六
点
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

温
故
学
会
に
お
願
い
し
て
、
こ
の
書
物
を

温
故
学
会
に
お
願
い
し
て
、
こ
の
書
物
を
版
木
で
刷
り
、
立

版
木
で
刷
り
、
立

派
な
和
本
に
仕
立
て
て
い
た
だ
き
、
い
ま
門
下
の
方
々
と
勉

派
な
和
本
に
仕
立
て
て
い
た
だ
き
、
い
ま
門
下
の
方
々
と
勉

強
し
て
い
ま
す
。

強
し
て
い
ま
す
。

香
道
文
化
の
基
本
的
資
料
と
も
い
う
べ
き
、
こ
れ
ら
の
書
物

香
道
文
化
の
基
本
的
資
料
と
も
い
う
べ
き
、
こ
れ
ら
の
書
物

を
群
書
類
従
に
収
め
た
保
己

一
先
生
の
見
識
に
、
改
め
て
敬

を
群
書
類
従
に
収
め
た
保
己

一
先
生
の
見
識
に
、
改
め
て
敬

意
の
念
を
深
く
し
て
い
ま
す
。

意
の
念
を
深
く
し
て
い
ま
す
。
（温
故
叢
誌

（温
故
叢
誌

第
五
十
六
号
）

第
五
十
六
号
）
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結
果
は
、
膨
大
な
借
金

結
果
は
、
膨
大
な
借
金

（塙記念館所蔵文書）
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借
用
申
年
賦
金
之
事

一

金
千
五
百
両
也

右
者
文
化
七
年
午
年
和
学
講
談
所
造
立
并
群
書
類
従

開
板
入
用
と
〆
、
亡
父
惣
検
校
借
用
申
所
明
白
也
、
是
迄

利
息
等
も
御
勘
定
不
仕
候
処
、
其
上
此
度
無
利
息
之
百

年
賦
ニ
御
返
済
申
度
段
、
御
頼
申
入
候
所
御
承
引
被
下

重
畳
不
浅
忝
次
第
ニ
御
座
候
、
然
ル
上
ハ
明
申
年
よ
り
毎

暮
金
拾
五
両
宛
年
々
返
済
可
仕
候
、
尤
格
別
之
御
懇
志

を
以
御
取
替
被
下
候
金
子
之
儀
ニ
候
得
者
、
聊
異
変
無

之
様
子
孫
迄
も
申
送
急
度
無
相
違
皆
済
可
致
候
、
但
元

金
皆
済
迄
ハ
年
数
も
経
候
事
ニ
有
之
候
得
者
、
年
々
大
坂

表
群
書
類
従
新
連
衆
出
来
候
ハ
ゝ
、
其
集
リ
金
之
内
四
割

ツ
ゝ
ハ
其
度
々
別
段
其
許
江
急
度
差
入
、
其
余
操
（繰
）合

を
以
金
子
差
入
、
右
年
賦
ニ
不
拘
随
分
早
ク
皆
済
可
致

候
所
実
正
也
、
此
証
札
元
金
皆
済
迄
此
侭
御
用
ヒ
可
成

候
、
前
段
之
趣
毛
頭
違
背
致
間
敷
候
、
為
後
証
恩
借
金
年

賦
証
文
依
而
如
件

林
大
学
頭
支
配

和
学
講
談
所

年
月
日
（文
政
六
年
未
七
月
）

塙

次
郎

鴻
池
伊
助

殿
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江
戸
中
・後
期
の

江
戸
中
・後
期
の
大
坂
の
町
人
学
者

大
坂
の
町
人
学
者
。。

京
都
の
枡
屋
唯
右
衛
門
（ま
す
や
た
だ
え
も
ん
）
の
子

京
都
の
枡
屋
唯
右
衛
門
（ま
す
や
た
だ
え
も
ん
）
の
子

と
し
て
生
ま
れ
、
十
歳
の
頃
か
ら

と
し
て
生
ま
れ
、
十
歳
の
頃
か
ら
両
替
商
・鴻
池
家
に

両
替
商
・鴻
池
家
に

奉
公
奉
公
、、

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）、

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）、

鴻
池
家
の
別
家
（べ
っ
け
）

鴻
池
家
の
別
家
（べ
っ
け
）
（使
用
人
が
の
れ
ん
わ
け
を
許
さ
れ

（使
用
人
が
の
れ
ん
わ
け
を
許
さ
れ

独
立
し
た
家
）

独
立
し
た
家
）
・草
間
家
の
女
婿
と
な
る
。

・草
間
家
の
女
婿
と
な
る
。

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）

独
立
し
て
今
橋
で
両
替
屋

独
立
し
て
今
橋
で
両
替
屋
を
経
営
し
た
。

を
経
営
し
た
。

通
称
・鴻
池
伊
助
。

通
称
・鴻
池
伊
助
。

商
人
と
し
て
山
片
蟠
桃
と
同
時
期
に
大
坂
で
活
躍
し
、
ま
た

商
人
と
し
て
山
片
蟠
桃
と
同
時
期
に
大
坂
で
活
躍
し
、
ま
た

蟠
桃
と
同
じ
く
、
懐
徳
堂
で
中
井
竹
山
・履
軒
に
学
ん
だ
。

蟠
桃
と
同
じ
く
、
懐
徳
堂
で
中
井
竹
山
・履
軒
に
学
ん
だ
。

晩
年
隠
居
し
て
か
ら
、
我
が
国
に
お
け
る
最
初
の
貨
幣
史
で

晩
年
隠
居
し
て
か
ら
、
我
が
国
に
お
け
る
最
初
の
貨
幣
史
で

あ
る
あ
る
『『
三
貨
図
彙

三
貨
図
彙
』』
（さ
ん
か
ず
い
）全
四
四
冊
を
著
し
、

（さ
ん
か
ず
い
）全
四
四
冊
を
著
し
、

古
代
か
ら
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
の
貨
幣
の
歴
史
を
紹
介
す

古
代
か
ら
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
の
貨
幣
の
歴
史
を
紹
介
す

る
と
る
と
と
も
に
、
貨
幣
経
済
の
発
展
に
つ
い
て
歴
史
的
考
察
を

と
も
に
、
貨
幣
経
済
の
発
展
に
つ
い
て
歴
史
的
考
察
を

加
え
、
幕
府
に
よ
る
米
価
の
統
制
を
批
判
し
た
。
ほ
か
に

加
え
、
幕
府
に
よ
る
米
価
の
統
制
を
批
判
し
た
。
ほ
か
に

『『草
間
伊
助
筆
記

草
間
伊
助
筆
記
』『
』『
鴻
池
新
田
開
発
事
略

鴻
池
新
田
開
発
事
略
』『
』『
茶
器
名
物

茶
器
名
物

図
彙
図
彙
』』な
ど
を
著
し
た
。

な
ど
を
著
し
た
。

草
間
直
方

草
間
直
方
（な
お
か
た
）

（な
お
か
た
）
一
七
五
三
～

一
八
三

一

一
七
五
三
～

一
八
三

一
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父
の
実
家
へ
も
借
金

父
の
実
家
へ
も
借
金
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し
か
も

し
か
も

保
己

一
の
後
継
者

保
己

一
の
後
継
者

塙
次
郎
は
暗
殺
さ
れ
る

塙
次
郎
は
暗
殺
さ
れ
る

塙
次
郎
が

文
久
二
年
壬
戌
（
一
八
六
二
）

壬
戌
（
一
八
六
二
）

に
書
い
た
と
思
わ
れ
る
書

が
記
念
館
に
あ
る
。

塙
保
己

一
記
念
館
蔵
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こ
の
時
の
浪
士
の
二
人
は
、
若
き

こ
の
時
の
浪
士
の
二
人
は
、
若
き
伊
藤
博
文
と
山
尾
庸
三

伊
藤
博
文
と
山
尾
庸
三
でで

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
ず
っ
と
の
ち
の

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
ず
っ
と
の
ち
の
ここ

と
で
あ
る
。

と
で
あ
る
。

保
己

一
検
校
の
百
年
祭
と
次
郎
の
六
〇
年
祭
が
行
わ
れ
た
大

保
己

一
検
校
の
百
年
祭
と
次
郎
の
六
〇
年
祭
が
行
わ
れ
た
大

正

一
二
年
六
月

一
二
日
、
子
爵

正

一
二
年
六
月

一
二
日
、
子
爵
渋
沢
栄

一

渋
沢
栄

一
に
よ
っ
て
公
表
さ

に
よ
っ
て
公
表
さ

れ
皆
を
驚
か
せ
た
。

れ
皆
を
驚
か
せ
た
。

（「塙
保
己

一
の
生
涯
」花
井
泰
子
著
）

（「塙
保
己

一
の
生
涯
」花
井
泰
子
著
）

文
久
二
年
壬
戌
（
一
八
六
二
）
・
一
二
月
二
二
日
、

文
久
二
年
壬
戌
（
一
八
六
二
）
・
一
二
月
二
二
日
、

麹
町
三
丁
目
の
自
宅
近
く
で
浪
士
に
よ
り
暗
殺

麹
町
三
丁
目
の
自
宅
近
く
で
浪
士
に
よ
り
暗
殺伊藤博文
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山
口
県
に
百
姓
林
十
蔵
、
琴
子
の
長
男
。

家
貧
し
く
十
二
歳
こ
ろ
か
ら
奉
公
に
出
る
。

父
が
萩
藩
の
中
間
水
井
武
兵
衛(

後
に
伊
藤
直
右
衛
門
と
改

名)

の
養
子
と
な
り
下
級
武
士
の
身
分
を
得
て
、
伊
藤
姓
を

名
乗
る
。

吉
田
松
陰
松
下
村
塾
に
学
び
、
尊
王
攘
夷
運
動

・
京
都
市

内
で
の
テ
ロ
行
動

（市
中
放
火

・
暗
殺

・
誘
拐
に
よ
る
人

心
攪
乱
）
を
決
行
。

倒
幕
運
動
に
加
わ
り
、
文
久
二
年
、
イ
ギ
リ
ス
公
館
焼
き

討
ち
に
参
加
。
ま
た
、
江
戸
幕
府
方
と
さ
れ
た
塙
次
郎

・

加
藤
甲
次
郎
の
暗
殺
に
加
わ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
に
渡
航
し
、
帰
国
後
に
革
新
派
に
加
わ
る
。

維
新
後
は
明
治
憲
法
の
起
草
に
関
わ
り
、
初
代

・
第
五

代

・
第
七
代

・
第
十
代
の
内
閣
総
理
大
臣

伊
藤
博
文
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山
口
県
秋
穂
二
島
で
長
州
藩
士
の
次
男
。

山
口
県
秋
穂
二
島
で
長
州
藩
士
の
次
男
。

江
戸
で
航
海
術
を
学
ん
だ
後
、

江
戸
で
航
海
術
を
学
ん
だ
後
、
密
航
密
航
、
ロ
ン
ド
ン
、
グ
ラ

、
ロ
ン
ド
ン
、
グ
ラ

ス
ゴ
ー
で
五
年
過
ご
し
、

一
八
六
八
年
に
帰
国
。

ス
ゴ
ー
で
五
年
過
ご
し
、

一
八
六
八
年
に
帰
国
。

海
軍
局
教
授
役
を
務
め
た
後
、
明
治
新
政
府
で
は
工
部
権

海
軍
局
教
授
役
を
務
め
た
後
、
明
治
新
政
府
で
は
工
部
権

大
丞

・
工
部
少
補
、
大
輔
、
工
部
卿
、
法
制
局
長
官
な
ど
。

大
丞

・
工
部
少
補
、
大
輔
、
工
部
卿
、
法
制
局
長
官
な
ど
。

工
部
省
で
は
人
材
教
育
の
必
要
性
を
説
き
、
工
部
大
学
校

工
部
省
で
は
人
材
教
育
の
必
要
性
を
説
き
、
工
部
大
学
校

（現

・
東
京
大
学
工
学
部
）
の
設
立
を
果
た
す
。

（現

・
東
京
大
学
工
学
部
）
の
設
立
を
果
た
す
。

明
治
明
治

四
年
四
年

九
月
、

九
月
、
盲
亜
学
校
設
立
建
白
書

盲
亜
学
校
設
立
建
白
書
を
太
政
官

を
太
政
官

へ
提
出

へ
提
出

明
治
十
八
年

明
治
十
八
年

十
月
、
訓
盲
亜
院
直
轄
願
を
文
部
省

へ
提

十
月
、
訓
盲
亜
院
直
轄
願
を
文
部
省

へ
提

出
、
出
、

翌
月
訓
盲
亜
院
は
官
立
と
な
る

翌
月
訓
盲
亜
院
は
官
立
と
な
る
。。

山
尾
庸
三
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な
ぜ
暗
殺
さ
れ
た
か

な
ぜ
暗
殺
さ
れ
た
か

こ
の
暗
殺
は
、
国
学
者
鈴
木
重
胤
が
著
し
た

こ
の
暗
殺
は
、
国
学
者
鈴
木
重
胤
が
著
し
た
『『
日
本
日
本

書
紀
伝

書
紀
伝
』』
の
中
で
、

の
中
で
、
『『安
藤
閣
老
が
塙
某
と
前
田
某

安
藤
閣
老
が
塙
某
と
前
田
某

に
命
じ
て

に
命
じ
て
廃
帝
の
故
事
を
調
べ
し
む

廃
帝
の
故
事
を
調
べ
し
む
』』と
い
う
意
味

と
い
う
意
味

の
こ
と
を
書
い
た
こ
と
か
ら
発
し
た
。

の
こ
と
を
書
い
た
こ
と
か
ら
発
し
た
。

（「塙
保
己

一
の
生
涯
」花
井
泰
子
著
）

（「塙
保
己

一
の
生
涯
」花
井
泰
子
著
）

そ
の
背
景
は

そ
の
背
景
は

安
政
四
年

（
一
八
五
七
）
ア
メ
リ
カ
の
使
節
ハ
リ
ス
を
蕃
所
調

所
に
滞
留
さ
せ
る

（五
ヶ
月
余
）
に
つ
き
、

一
時
、

調
所
を
和
学
所
内
へ
移
し
た
い
が
、
都
合
は
ど
う

か
と
の
問
い
合
わ
せ
を
受
け
る
。

安
政
六
年

（
一
八
五
九
）
林
家
よ
り
御
書
付
三
通
、
条
約
写
五

冊
を
受
け
る
。

万
延
二
年

（
一
八
六

一
）
ロ
シ
ア

・
ブ
リ
タ
ニ
ア

（イ
ギ
リ

ス
）

・
フ
ラ
ン
ス

・
オ
ラ
ン
ダ

・
ア
メ
リ
カ
の
五

か
国
へ
遺
す
通
商
条
約
の

一
部
修
正
文
案
を
考
案

す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
、
二
月
九
日
に
文
案
を
差
出

し
た
と
こ
ろ
、
語
句
の
修
正
を
命
じ
ら
れ
、
同
月

二
十

一
日
に
再
び
差
出
す
。

（
「和
学
講
談
所
御
用
留
の
研
究
」

（
「和
学
講
談
所
御
用
留
の
研
究
」

斉
藤
政
雄
著
）

斉
藤
政
雄
著
）
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万
延
元
年
井
伊
大
老
の
事
変
後
は
、
世
上
何
と
な
く
殺

万
延
元
年
井
伊
大
老
の
事
変
後
は
、
世
上
何
と
な
く
殺

気
を
催
し
て
、
手
塚
律
蔵
、
東
条
礼
蔵
は
洋
学
者
な
る

気
を
催
し
て
、
手
塚
律
蔵
、
東
条
礼
蔵
は
洋
学
者
な
る

が
故
に
と

が
故
に
と
てて
長
州
人
に
襲
撃
せ
ら
れ
、

長
州
人
に
襲
撃
せ
ら
れ
、
塙
二
郎
は
国
学

塙
二
郎
は
国
学

者
と
し
て
不
臣
な
り
と
て
何
者
か
に
首
を
斬
ら
れ

者
と
し
て
不
臣
な
り
と
て
何
者
か
に
首
を
斬
ら
れ
、
江
、
江

戸
市
中
の
唐
物
屋
は
外
国
品
を
売
買
し
て
国
の
損
害

戸
市
中
の
唐
物
屋
は
外
国
品
を
売
買
し
て
国
の
損
害

す
る
と
て
苦
し
め

す
る
と
て
苦
し
め
ら
る
る

ら
る
る
と
い
う
よ
う
な
風
潮
に
な
っ

と
い
う
よ
う
な
風
潮
に
な
っ

て
来
ま
し
た
。

て
来
ま
し
た
。

（「福
翁
自
伝
」
）

（「福
翁
自
伝
」
）

「福
翁
自
伝
」に
は
埼
玉
に
関
係
す
る
人
物
が

「福
翁
自
伝
」に
は
埼
玉
に
関
係
す
る
人
物
が

こ
の
暗
殺
は
世
間
の
話
題
に

福
沢
諭
吉
の
自
叙
伝
に
も
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諭
吉
諭
吉
諭
吉
諭
吉
のののの
娘
婿
娘
婿
娘
婿
娘
婿

諭
吉
諭
吉
諭
吉
諭
吉
のののの
娘
婿
娘
婿
娘
婿
娘
婿福

沢
桃
介

福
沢
桃
介

福
沢
桃
介

福
沢
桃
介

福
沢
桃
介

福
沢
桃
介

福
沢
桃
介

福
沢
桃
介

吉
見
町
出
身

吉
見
町
出
身

吉
見
町
出
身

吉
見
町
出
身

吉
見
町
出
身

吉
見
町
出
身

吉
見
町
出
身

吉
見
町
出
身

川
越
川
越
川
越
川
越
川
越
川
越
川
越
川
越
は
桃
介
が
中
学
時
代
を
過
ご
し
た
町
で
あ
る
。

は
桃
介
が
中
学
時
代
を
過
ご
し
た
町
で
あ
る
。

桃
介
は
吉
見
百
穴
の
近
く
の

桃
介
は
吉
見
百
穴
の
近
く
の
荒
子
村

荒
子
村
（現
・吉
見
町
荒
子
）に
生
ま
れ
、

（現
・吉
見
町
荒
子
）に
生
ま
れ
、

そ
の
後
、
父
・紀

一
の
本
家
の
あ
っ
た

そ
の
後
、
父
・紀

一
の
本
家
の
あ
っ
た
川
越
川
越
川
越
川
越
川
越
川
越
川
越
川
越
に
移
り
住
む
。

に
移
り
住
む
。

紀

一
の
本
家
の

紀

一
の
本
家
の
岩
崎
家

岩
崎
家
はは
川
越
川
越
川
越
川
越
川
越
川
越
川
越
川
越
の
八
十
五
銀
行
の
設
立
者
の
一
人
だ
っ
た
。

の
八
十
五
銀
行
の
設
立
者
の
一
人
だ
っ
た
。

そ
の
関
係
か
ら
紀

一
は
八
十
五
銀
行
の
書
記
の
仕
事
を
手
伝
い
な
が
ら
慶

そ
の
関
係
か
ら
紀

一
は
八
十
五
銀
行
の
書
記
の
仕
事
を
手
伝
い
な
が
ら
慶

応
義
塾
に
通
う
桃
介
に
仕
送
り
を
し
た
の
で
あ
る
。

応
義
塾
に
通
う
桃
介
に
仕
送
り
を
し
た
の
で
あ
る
。

短
歌
の
杉
浦
翠
子

六
人
兄
弟
の
末
子

・次
兄
が
福
沢
桃
介

（
埼
玉
・人
と
こ
こ
ろ

平
成

一
六
年
二
月
号

）
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「福
翁
自
伝
」に
は

「福
翁
自
伝
」に
は

清
水
卯
三
郎

清
水
卯
三
郎
もも

薩
人
英
人
と
談
判

薩
人
英
人
と
談
判

（文
久
三
年
・
一
八
六
三
）

（文
久
三
年
・
一
八
六
三
）

横
浜
に
イ
ギ
リ
ス
の
軍
艦
が
帰
っ
て
来
た
あ
と
で
、
薩
摩

横
浜
に
イ
ギ
リ
ス
の
軍
艦
が
帰
っ
て
来
た
あ
と
で
、
薩
摩

か
ら
談
判
の
た
め
に
江
戸
に
人
が
出
て
来
た
。

か
ら
談
判
の
た
め
に
江
戸
に
人
が
出
て
来
た
。

そ
の
江
戸
に
人
の
出
て
来
た
と
い
う
の
は
、
岩
下
佐
次
右

そ
の
江
戸
に
人
の
出
て
来
た
と
い
う
の
は
、
岩
下
佐
次
右

衛
門
、
重
野
厚
之
丞
、
そ
の
外
に
黒
幕
み
た
よ
う
な
役
目

衛
門
、
重
野
厚
之
丞
、
そ
の
外
に
黒
幕
み
た
よ
う
な
役
目

を
帯
び
て
来
た
の
が

を
帯
び
て
来
た
の
が
大
久
保

一
蔵
（後
に
利
通
）

大
久
保

一
蔵
（後
に
利
通
）
、
そ
の

、
そ
の

三
人
が
出
て
来
た
と
こ
ろ
で
、
第

一
番
に
薩
摩
の
望
む
と

三
人
が
出
て
来
た
と
こ
ろ
で
、
第

一
番
に
薩
摩
の
望
む
と

こ
ろ
は

こ
ろ
は
兎
に
も
角
に
も
こ
の
戦
争
を
し
ば
ら
く
延
引
し
て

兎
に
も
角
に
も
こ
の
戦
争
を
し
ば
ら
く
延
引
し
て

買
い
た
い
と
い
う
注
文
な
れ
ど
も
、

買
い
た
い
と
い
う
注
文
な
れ
ど
も
、
そ
の
周
旋
を
誰
に
頼

そ
の
周
旋
を
誰
に
頼

む
と
い
う
手
掛
り
も
な
く
当
惑
の
折
柄
、
こ
こ
に

一
人
の

む
と
い
う
手
掛
り
も
な
く
当
惑
の
折
柄
、
こ
こ
に

一
人
の

人
が
あ
る
。

人
が
あ
る
。

そ
の
一
人
と
い
う
の
は

そ
の
一
人
と
い
う
の
は
清
水
卯
三
郎
（瑞
穂
屋
卯
三
郎
）

清
水
卯
三
郎
（瑞
穂
屋
卯
三
郎
）

と
い
う
人
で
、
こ
の
人
は
商
人
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
英
書

と
い
う
人
で
、
こ
の
人
は
商
人
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
英
書

も
少
し
読
み
西
洋
の
こ
と
に
つ
い
て
は
至
極
熱
心
、
ま
ず

も
少
し
読
み
西
洋
の
こ
と
に
つ
い
て
は
至
極
熱
心
、
ま
ず

当
時
に
お
い
て
は
そ
の
身
分
に
不
似
合
な
有
志
者
で
あ
る

当
時
に
お
い
て
は
そ
の
身
分
に
不
似
合
な
有
志
者
で
あ
る
。。

「福
翁
自
伝
」

「福
翁
自
伝
」
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薩
英
戦
争
の
図
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「
二
人
と
も
船
長
、
船
頭
な
ど
い
う
司
人
な
れ

ば
、
常
に
薩
摩
上
布
な
ど
ま
と
い
お
り
し
ま
ま

の
姿
な
り
。
な
れ
ど
我
も
人
も
心
つ
か
ざ
り
き
。

行
く
道
の
遠
け
れ
ど
、
馬
も
籠
も
雇
わ
ず
行
く
。

足
の
疲
れ
ぬ
う
ち
大
宮
に
宿
り
、
翌
く
る
日
は

桶
川
に
宿
り
、
そ
の
翌
く
る
日
、
わ
が
里
の
羽

生
に
伴
な
う
て
、
二
人
を
宿
屋
に
置
き
、
己
れ

一
人
は
わ
が
豪
に
帰
り
ぬ
。
」

（「焔
の
人

し
み
ず
う
さ
ぶ
ろ
う

の
生
涯
」
長
井
五
郎
著
）

清
水
卯
三
郎

羽
生
市
出
身
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松
木
弘
安
（寺
島
宗
則
）
（
一
八
三
二
～
九
三
）

外
交
官
。
薩
摩
藩
出
身
。

薩
英
戦
争
の
後
、
渡
英
。

明
治
五
年
よ
り
七
年
間
、
外
務
卿
と
し
て

樺
太
千
島
交
換
条
約
、
日
韓
通
商
条
約
を
結
ぶ
。
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五
代
才
助
（五
代
友
厚
）
（
一
八
三
五
～
八
五
）

明
治
初
期
の
実
業
家
。
薩
摩
の
人
。

薩
派
政
商
と
し
て
財
界
に
活
躍
。
大
阪
で
造
船
、

紡
績
、
鉱
山
、
製
藍
、
製
鋼
な
ど
の
業
を
興
し
、

株
式
取
引
所
、
大
阪
商
業
会
議
所
な
ど
の
創
立

に
努
力
し
た
。
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越
後
の
国
刈
羽
郡
長
鳥
村
（新
潟
県
柏
崎
市
）農
民
山
上
徳
左
衛

門
の
子
。
幼
時
失
明
、
江
戸
へ
出
て
石
坂
検
校
し
め

一
の
弟
子
と

な
り
，
鍼
術
を
奥
医
師
嶋
浦
惣
検
校
益

一
に
学
ぶ
。

元
文
四
年
（
一
七
三
九
）検
校
に
昇
進
、
米
山
鋃

一
（
一
説
に
銀

一

と
も
い
う
）、
晩
年
男
谷
と
改
姓
。

鍼
治
を
も
っ
て
諸
大
名
に
出
入
り
し
、
か
た
わ
ら
大

名
・武
家
に
金
を
貸
し
、
産
を
な
し
た
。

他
方
、
水
戸
藩
の
財
政
を
助
け
、
そ
の
功
に
よ
り
明
和
六
年
（
一

七
六
九
）
二
月
、
長
子
鉄
之
丞
（男
谷
新
次
郎
信
連
）は
二
〇
〇
石

を
も
っ
て
同
藩
小
十
人
組
に
列
せ
ら
れ
、
同
年
十

一
月
検
校
も
十

人
扶
持
を
給
さ
れ
た
。
ま
た
次
子
平
蔵
（男
谷
忠
恕
）も
旗
本
と

な
る
な
ど
、

九
人
の
中
六
人
が
武
士
と
な
り
、
あ
る
い
は
武
家
に
嫁
し
た
。

次
男
平
蔵
の
孫
は
男
谷
精

一
郎
・勝
海
舟

米
山
検
校

（

～

一
七
七

一
）

一
方
で
、
こ
ん
な
検
校
も
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麟太郎ー義邦ー安房ー安芳

「海
舟
」と
い
う
号
は
何
に
由
来
す
る
の
か
。

実
は
、
砲
術
の
師
で
あ
り
妹
・順
の
夫
で
も
あ
る
佐
久
間
象

山
の
書
い
た
「海
舟
書
屋
」
の
書
（写
真
）か
ら
取
っ
た
も
の
で

あ
る
。
勝
は
江
戸
・神
田
の
お
玉
が
池
（東
京
都
千
代
田
区

岩
本
町
）に
あ
っ
た
象
山
邸
で
開
か
れ
て
い
た
私
塾
・象
山
書

院
を
訪
ね
て
以
来
、
蘭
学
、
西
洋
砲

術
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
象
山
か
ら
学
ん
だ
。

そ
の
象
山
と
勝
の
妹
・順
が
結
婚
し
た
際
に
、
象
山
邸
の
居

間
に
飾
っ
て
あ
っ
た
書
を
気
に
入
っ
て
譲
り
受
け
、
自
分
の
号

と
し
た
の
だ
。
何
度
も
引
っ
越
し
を
繰
り
返
し
た
勝
だ
っ
た

が
、
こ
の
額
は
、
ど
こ
に
移
動
し
て
も
、
常
に
自
宅
の
居
間
兼

書
斎
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（江
戸
東
京
博
物
館
所
蔵
）
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山
岡
鉄
舟
は
慶
喜
に
会
い
、
そ
れ
か
ら
、
勝
海
舟
を
訪
ね
た
。

海
舟
か
ら
西
郷
隆
盛
あ
て
の
手
紙
を
託
さ
れ
、
前
年
の
薩
摩
藩
邸

焼
き
打
ち
事
件
の
際
、
幕
府
に
捕
え
ら
れ
て
勝
家
に
預
け
ら
れ
て

い
た
薩
摩
の
益
満
休
之
助
を
同
行
さ
せ
て
く
れ
た
。

西
郷
が
出
し
た
条
件
は
、

慶
喜
を
備
前
に
預
け
る
こ
と
、

江
戸
城
を
明
け
渡
す
こ
と
、

軍
艦
を
す
べ
て
引
き
渡
す
こ
と
、

兵
器
を
差
し
出
す
こ
と
、

城
内
の
者
は
向
島
に
て
謹
慎
す
る
こ
と

こ
の
五
条
で
あ
っ
た
。

鉄
舟
は
四
条
は
承
諾
で
き
る
が
、
慶
事
の
件
は
承
諾
で
き
ぬ
と

言
っ
た
。
「も
し
も
、
島
津
侯
が
同
じ
境
遇
に
立
た
れ
た
ら
、
貴

殿
は
こ
の
条
件
を
諾
と
で
き
る
か
」と
迫
っ
た
。

西
郷
は
鉄
舟
の
忠
誠
に
う
た
れ
て
、
慶
喜
の
保
全
を
確
約
し
た
。

こ
の
会
談
が
、
こ
の
四
日
後
の
江
戸
に
お
け
る
西
郷
・勝
会
見
の

土
台
と
な
り
、
江
戸
を
無
血
開
城
に
導
い
た

（萩
尾

農
）


